
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 垂水処理場市民開放用地整備工事 

契約変更後の工事概要 

 ・基盤整備    １式 

 ・施設整備    １式 

 ・修景施設整備  １式 

  

契約変更の理由 

① 市民開放施設の舗装工について、維持管理性等を再検討した結果、舗装厚や舗装種別

を一部変更した。これにより施設整備の市民開放施設整備工が減工となる 

② 修景池（なぎさの池）改修について、施工のために池の水位を低下させたところ、生

物が施工範囲外である水路に移動したことにより、生物保護のための水替えが不要

となった。これにより修景施設整備の修景池（なぎさの池）改修が減工となる。 

③ 現地確認の結果、当初新設を予定していたフェンス、照明基礎等の施設について、既

存施設の状態が想定よりも良好であったため、一部を再利用することとした。これに

より施設整備の付帯工が減工となる。 

④ その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。 

 

 


